
 

 

船舶事故等調査報告書 

平成２６年１１月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１４仙第５８号 

事故等種類 衝突（着岸中の船舶） 

発生日時 平成２６年５月１５日 ０６時１５分ごろ 

発生場所 新潟県糸魚川市姫川港 

姫川港沖防波堤東灯台から真方位２０９°１,６３０ｍ付近 

（概位 北緯３７°０２.４′ 東経１３７°５０.５′） 

事故等調査の経過  平成２６年８月８日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台事

務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 引船  第２越
こし

浦
うら

丸、７.３トン 

   ２２０－１３６７６新潟、株式会社中元組 

Ｂ 起重機船 第二栄進
えいしん

、全長約４４ｍ 

   なし、株式会社中元組 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

Ｂ 船団長Ｂ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ ハンドレールに曲損、起重機ブーム先端部に擦過傷等 

着岸中の船舶 左舷船首外板に凹損等 

 事故等の経過  Ｂ船は、船団長Ｂほか６人が乗船し、船長Ａが１人で乗り組んだＡ

船に船首部を引かせ、入船右舷着けで着岸していた姫川港中央ふ頭２

号岸壁から離岸作業を開始した。 

Ｂ船は、船団長Ｂが右舷船首で右舷バウスラスタ（以下「本件スラ

スタ」という。）の操作を行い、左舷船尾の錨鎖を巻き、Ａ船に船首

を引かせながら、本件スラスタを使用して離岸し、中央ふ頭２号岸壁

前面の幅約１５０ｍの水路で左旋回中、本件スラスタの回転数を上げ

たところ、左舷船尾錨が走錨して船尾が右舷方に振れ、平成２６年５

月１５日０６時１５分ごろ対岸の中央ふ頭５号岸壁に着岸中の船舶

（貨物船、総トン数８,５６６トン）の左舷船首部に右舷船尾部が衝

突した。 

船団長Ｂは、損傷状況を確認した後、本事故の発生を船舶所有会社

及び海上保安庁に連絡した。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南南東、風力 １、視界 良好 

海象：潮汐 下げ潮の中央期 

分析 

 乗組員等の関与 

 

Ａ なし、Ｂ あり 



 

 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

Ａ なし、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ｂ船は、Ａ船に船首部を引かせ、姫川港中央ふ頭２号岸壁から離岸

して左旋回中、本件スラスタの回転数を増したところ、左舷船尾錨が

走錨して船尾が右舷方に振れたことから、対岸の中央ふ頭５号岸壁に

着岸中の船舶と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、Ｂ船が、Ａ船に船首部を引かせ、姫川港中央ふ頭２号岸

壁から離岸して左旋回中、本件スラスタの回転数を増したところ、左

舷船尾錨が走錨して船尾が右舷方に振れたため、対岸の中央ふ頭５号

岸壁に着岸中の船舶と衝突したことにより発生したものと考えられ

る。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・離岸作業中においては、錨、バウスラスタ等を適切に使用し、慎

重な操船に努めること。 

 


